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1 R3.1.22 R3.2.2

①昭和37年７月26日付官報第10680号p548建設省告示第1773号小金井都市計画街路の決定に関する「大臣の
決定書」および「内閣総理大臣の決定書」及び「内閣の認可書」
②上記３点が無い場合はそれに代わる文書
③上記文書が存在しない場合はその事由が説明される文書

1

①　開示請求に係る公文書は、建設省（当時）が作成した文書であり、実施機関では作成しておらず、当該公文
書を取得した事実も確認できないため、存在しない。
②　開示請求に係る公文書は、実施機関では作成しておらず、当該公文書を取得した事実も確認できないため、
存在しない。
③　開示請求に係る公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、当該公文書を取得した事実も確認できな
いため、存在しない。

都市整備局都
市基盤部街路
計画課

2 R3.1.22 R3.2.3
清瀬市〇〇三丁目〇〇における建築基準法旧第43条第１項ただし書許可に係る道に関する協定書、協定図
及び協定承諾書並びに現況実測図（東京都情報公開条例第７条に規定する非開示情報を除く。）

5 1

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第二課

3 R3.1.25 R3.2.4

事業計画変更認可申請書（東京都市計画道路事業補助線街路第86号線）（２都市整防第388号）のうち、
・鑑
・申請の理由が分かるもの
・都市計画事業位置図

3 1

都市整備局市
街地整備部防
災都市づくり
課

4 R3.2.2 R3.2.4
多摩建築指導事務所建築指導第三課が所管する区域の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１
０条第１項の規定による届出等に係る台帳（令和２年10月７日から令和３年１月29日までの受付分）（東
京都情報公開条例第７条に規定する非開示情報を除く。）

14 1

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第三課

5 R3.1.28 R3.2.5
中央区晴海五丁目西第一種市街地再開発事業・事業計画のうち資金計画の計算内訳またはそれに類する資
料

0 1
　開示請求に係る公文書は、東京都文書管理規則第２条第17号の資料文書に該当し、事務の遂行上必要な期間が
終了したものとして、保存期間の満了により廃棄している。
　よって、当該公文書について、実施機関では既に廃棄しており、現在は存在しない。

都市整備局市
街地整備部再
開発課

6 R3.1.18 R3.2.5
平成27年11月20日付27都市建指第492号「建築基準法第12条第５項に基づく報告について（文京区〇〇二丁
目〇〇）」

※ １ 1 （７条２号）個人の氏名は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
都市整備局市
街地建築部建
築指導課

7 R3.1.18 R3.2.5 (2)(1)に対する本件建築主らの対応が分かる文書一式。決裁文書等を含む。 1 　当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず存在しないため
都市整備局市
街地建築部建
築指導課

8 R3.1.29 R3.2.5

東京都知事許可第〇〇号株式会社〇〇の以下の書類
（１）平成29年12月14日受付の建設業許可申請書　一式（閲覧対象部分に限る）
（２）決算変更届第８期、第９期、第10期、第11期、第12期　各一式（閲覧対象部分に限る）
（３）平成29年12月14日受付の変更届出書（役員の変更）　一式（閲覧対象部分に限る）

97 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の防止に支障を来すおそれがある
ため

都市整備局市
街地建築部建
設業課

9 R3.2.2 R3.2.5

東京都知事許可第〇〇号、株式会社〇〇の以下の書類
　令和２年６月18日受付建設業許可申請書のうち
　・様式第一号（「建設業許可申請書」表紙）
　・役員等の一覧表
　・営業所一覧表（更新）
　・専任技術者一覧表

4 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の防止に支障を来すおそれがある
ため

都市整備局市
街地建築部建
設業課

10 R3.2.1 R3.2.5 建設業許可業者一覧（東京都知事許可　令和３年１月31日現在） ※ 1
都市整備局市
街地建築部建
設業課

11 R3.2.1 R3.2.5 東京都建設業許可台帳（東京都知事許可　令和３年２月１日現在） ※ 1
都市整備局市
街地建築部建
設業課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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12 R2.12.28 R3.2.5
令和２年８月３日付２都市対基第45号「令和２年度　横田基地航空燃料漏出対策部会の開催について(通
知)」

※ 1 1 1 1

（７条２号）東京消防庁の職員（管理職の職員を除く。）の氏名は、個人に関する情報で特定の個人を識別する
ことができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害
するおそれがあるため
（７条６号）職員のメールアドレス及びFAX番号並びに一般職員の内線番号は、公にすることにより、不特定多数
の者から本来の業務目的以外のメールが大量又は無差別に送信されるおそれがあり、当該職員の事務の適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがあるため。井戸の所在地及び深度は、第三者が、実施機関の要請を受けて、公にしな
いとの条件で任意に提供を受けた情報であり、公にすることにより、当該第三者の信頼を不当に損ない、事務又
は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
（７条７号）井戸の所在地及び深度は、第三者が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供
をした情報であり、公にすることにより、当該第三者の信頼を不当に損なうと認められるため

都市整備局基
地対策部基地
対策担当

13 R2.12.28 R3.2.5

東京都都市整備局（基地対策担当）が所有する2019年度および2020年度の以下の資料
➀その他、有機フッ素化合物をめぐり厚労省が目標値、環境省が指針値を設けたことを受けて作成、取得
され文書およびメール
②有機フッ素化合物の汚染をめぐり、横田基地および防衛省、北関東防衛局との間で作成・取得した文書

1 　当該公文書は、実施機関において作成及び取得しておらず、存在しないため
都市整備局基
地対策部基地
対策担当

14 R3.1.22 R3.2.5

（１）福生市大字福生字武蔵野〇〇における建築基準法旧第43条第１項ただし書許可に係る道に関する協
定書及び道に関する協定承諾書（東京都情報公開条例第７条に規定する非開示情報を除く。）
（２）福生市大字福生字武蔵野〇〇における建築基準法旧第43条第１項ただし書許可に係る道に関する協
定書及び道に関する協定承諾書（東京都情報公開条例第７条に規定する非開示情報を除く。）

10 1

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第三課

15 R3.1.27 R3.2.9 平成30年度区部における都市計画道路調査委託　報告書 938

（７条２号）法人の担当者の氏名・所属・資格・担当業務等は、個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害する
おそれがあるものであるため

（７条２号・３号）法人の担当者のメールアドレスは、個人に関する情報で特定の個人を識別することができる
ものであるため。また、　法人の担当者が限られた一部の者に対してのみ提供した、法人の内部管理に属する情
報であり、公にすることにより、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるた
め

（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれ
があるため

（７条４号）図面の一部について、公にすることで、設備の構成が判明することにより下水道施設の管理の安全
上支障が生じ、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため

（７条４号）鉄道部分に関わる情報は、公にすることにより、線路の詳細な配置状況を把握することが可能とな
り、鉄道用地内への不法な侵入等の実行を容易にし、犯罪を誘発するおそれがあるため

（７条５号）都市計画道路に係る都市計画内容の再検討に関する未確定な方針、検討対象、判断・評価基準等の
情報は、都の機関及び他の地方公共団体等の内部又は相互間における審議・検討に関する情報であって、公にす
ることにより、率直な意見の交換及び意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生
じさせるおそれ並びに特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがあるため

（７条６号）都市計画道路に係る都市計画内容の再検討に関する未確定な方針、検討対象、判断・評価基準等の
情報を公にすることにより、道路線形・幅員・構造など都市計画の内容について憶測を呼び、土地家屋の売買に
混乱が生じることや、憶測に基づく行動により不利益や支障が生じることから、都市計画事業の円滑で適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがあるため

都市整備局都
市基盤部街路
計画課

16 R3.1.27 R3.2.9
「平成27年度　都市計画道路の整備に関する調査委託」（平成28年３月）に係る次の文書
・報告書
・データ集

※ 1
都市整備局都
市基盤部街路
計画課

17 R3.2.3 R3.2.9 建設業新規許可業者名簿（東京都知事許可　令和３年１月分） ※ 1
都市整備局市
街地建築部建
設業課



令和２年度　公文書開示（２月決定分）

月
整
理
番
号

請　求
年月日

決　定
年月日

公文書の件名
総
枚
数

開
示

一
部
開
示

非
開
示

不
存
在

存
否
応
答
拒
否

1
号

2
号

3
号

4
号

5
号

6
号

7
号

8
号

9
号

非開示理由等 所管局部課等

決定区分 （根拠規定）条例７条

18 R3.2.5 R3.2.10 建設業許可業者一覧（東京都知事許可　令和３年１月31日現在） ※ 1
都市整備局市
街地建築部建
設業課

19 R3.2.1 R3.2.15
雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書(町田市〇〇三丁目〇〇番〇〇)
 「対策工事に係わる雨水貯留浸透施設の位置図(竣工)」、「雨水貯留浸透施設(タイプＡ)」、「雨水貯留
浸透施設(タイプＢ)」に限る。

3 1
（７条２号）実務担当者氏名及び資格登録番号は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

（７条４号）印影は、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を来すおそれがあるため

都市整備局都
市基盤部調整
課

20 R3.2.4 R3.2.15
東京都知事許可第〇〇号株式会社〇〇の以下の書類
　決算変更届　第５期、第６期　各一式（閲覧対象部分に限る）

66 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の防止に支障を来すおそれがある
ため

都市整備局市
街地建築部建
設業課

21 R2.12.27 R3.2.15 令和２年３月３日付け「三田小山町西地区市街地再開発組合設立認可申請書」に係る同意書 659 1 1 1 1

(７条２号)氏名及び住所（地番を含む）、市街地再開発準備組合の構成員の氏名、同意書の添付書類（印鑑登録
証明書等）、その他同意状況に関する情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、又
は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるた
め

(７条２号、７条３号)土地の地番、地目、面積などの所有権又は借地権に係る状況が識別できる情報、未登記の
借地権に関する情報、不動産の地番又は使用区分番号、面積、持分及び記事に関する情報、筆数又は使用区分
数、同意の有無及び記事に関する情報、未登記の借地権に関する情報、所在及び地番、地目、地積、借地権の内
容は、財産の状況に関する情報であり、当該財産の所有者が個人である場合には、特定の個人を識別することが
できるため、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害する
おそれがあるため。また、当該財産の所有者が法人である場合には、法人の内部管理に属する事項に関する情報
であって、公にすることにより、当該市街地再開発組合の事業運営上の地位が損なわれると認められるため

(７条３号)法人等の名称、所在地、代表者の氏名などの法人等に関する情報、同意書の添付書類（印鑑証明書、
商業登記簿等）及び、その他同意状況に関する情報は、法人等の事業及び財産管理に係る内部管理に属する事項
に関する情報であって、公にすることにより、本件市街地再開発事業に対する同意状況が分かるなど、当該法人
等の事業運営上の地位が損なわれると認められるため。また、土地の地番、地目、面積などの所有権又は借地権
に係る状況が識別できる情報及び未登記の借地権に関する情報は、市街地再開発組合の事業に係る内部管理に属
する事項に関する情報であって、公にすることにより、当該市街地再開発組合の事業運営上の地位が損なわれる
と認められるため
(７条４号)印影及び自署は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防に支障を及ぼすお
それがあるため

都市整備局市
街地整備部再
開発課

22 R3.2.10 R3.2.17 東京都建設業許可台帳（東京都知事許可　令和３年２月10日現在） ※ 1
都市整備局市
街地建築部建
設業課

23 R3.2.2 R3.2.19 戸越五丁目19番地区第一種市街地再開発事業に係る「事業計画書」（令和元年12月３日収受分） 28 1 1

（７条３号）支出金明細書の総額・事業年度別計画の一部及び備考並びに資金調達計画の総額・事業年度別計画
の一部及び備考は、市街地再開発組合の内部管理に属する情報であり、公にすることにより、当該市街地再開発
組合の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため
　市街地再開発組合に関わる法人の事業に係る内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることによ
り、同業者等が当該法人が独自に構築した資金計画等に関するノウハウを知ることが可能になるなど、当該法人
の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため

都市整備局市
街地整備部再
開発課

24 R3.2.4 R3.2.18

（１）経営業務の管理責任者証明書
（２）経営業務の管理責任者の略歴書
（３）実務経験証明書
（４）株主（出資者）調書
（５）建設業許可申請チェック票

10 1 1 1 1

（７条２号）管理責任者の生年月日及び現住所、住所、職歴のうち当該法人以外の内容、被証明者との関係、技
術者の氏名、生年月日、実務経験の内容の個人に関する情報、住民票に記載された情報、健康保険被保険者証に
関する情報並びに報酬手当金額（人件費の内訳も含む。）は、個人に関する情報で特定の個人を識別することが
できるため

（７条３号）事業年度分の法人税確定申告書、課税事業年度分の地方税確定申告書の法人税額及び地方税額の金
額に関する情報並びに還付を受けようとする金融機関等に関する情報は、法人の財産に関する内部管理情報で
あって、公にすることにより、資産や経営状況、経営方針等が明らかとなり、当該法人の競争上又は事業運営上
の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため

（７条４号）印影は、公にすることにより偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の防止に支障をきたすおそれがあ
るため

都市整備局市
街地建築部建
設業課
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25 R3.2.4 R3.2.18
（１）専任技術者証明書
（２）預金残高証明書

1
　当該公文書は、建設業許可の更新の際に提出の必要のない書類であるため、実施機関では取得しておらず存在
しないため

都市整備局市
街地建築部建
設業課

26 R3.2.10 R3.2.18 建設業新規許可業者名簿（東京都知事許可　令和３年１月分） 5 1
都市整備局市
街地建築部建
設業課

27 R3.2.15 R3.2.18 平成14年１月25日付13多西建二建第5057号「建築計画概要書」 2 1

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第三課

28 R3.1.25 R3.2.19 十条駅西口地区第一種市街地再開発事業に係る「事業計画書」（令和元年11月11日収受分） 55 1 1

（７条３号）支出金明細の総額及び事業年度別計画の一部並びに資金調達計画の総額及び事業年度別計画の一部
は、市街地再開発組合の内部管理に属する情報であり、公にすることにより、当該市街地再開発組合の競争上又
は事業運営上の地位が損なわれると認められるため
　市街地再開発組合に関わる法人の事業に係る内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることによ
り、同業者等が当該法人が独自に構築した資金計画等に関するノウハウを知ることが可能になるなど、当該法人
の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため

都市整備局市
街地整備部再
開発課

29 R3.1.25 R3.2.19
大山町クロスポイント周辺地区第一種市街地再開発事業に係る「事業計画書」（令和２年５月12日収受
分）

60 1 1

（７条３号）支出金明細の総額及び事業年度別計画の一部並びに資金調達計画の総額及び事業年度別計画の一部
は、市街地再開発組合の内部管理に属する情報であり、公にすることにより、当該市街地再開発組合の競争上又
は事業運営上の地位が損なわれると認められるため
　市街地再開発組合に関わる法人の事業に係る内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることによ
り、同業者等が当該法人が独自に構築した資金計画等に関するノウハウを知ることが可能になるなど、当該法人
の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため

都市整備局市
街地整備部再
開発課

30 R3.2.10 R3.2.22
東京都市計画河川呑川計画図
（住所：東京都大田区〇〇二丁目〇〇－〇〇付近）

1 1
都市整備局都
市基盤部調整
課

31 R2.12.24 R3.2.24 築地再開発の検討に係る業務委託（その２）報告書（平成30年６月） ※ 1

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課

32 R2.12.24 R3.2.24
１　築地再開発の検討に係る業務委託（その６）報告書（令和２年３月）
２　築地再開発の検討に係る業務委託（その７）報告書（令和２年３月）

※ 1 1 1

（７条５号）都市基盤施設及び築地再開発の概略検討等の情報や企画提案書（案）、都市計画図書（素案）及び
関係機関協議に関する情報は、築地再開発に係るまちづくりの具体化を図る上での検討途上の情報である。
　これらの情報は、都の機関の内部における審議・検討に関する情報であって、公にすることにより、率直な意
見の交換及び意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ並びに特
定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがあるため

（７条６号）都市基盤施設及び築地再開発の概略検討等の情報や企画提案書（案）、都市計画図書（素案）及び
関係機関協議に関する情報が公になることにより、本件事業の実施方法等が確定したものと誤認され、都民に混
乱を生じさせるなどした結果、事業者の募集その他の事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課

33 R3.2.17 R3.2.24
東京都知事許可第〇〇号　株式会社〇〇の以下の書類
 決算変更届出書 第24期、第23期、第22期 各一式　（閲覧対象内に限る）

73 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の防止に支障を来すおそれがある
ため

都市整備局市
街地建築部建
設業課

34 R3.2.17 R3.2.24
東京都知事許可第〇〇号　有限会社〇〇の以下の書類
 決算変更届出書 第54期、第53期、第52期 各一式　（閲覧対象内に限る）

51 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の防止に支障を来すおそれがある
ため

都市整備局市
街地建築部建
設業課
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35 R3.2.15 R3.2.25

平成20年2月19日付　第UHEC建確19467号
平成20年5月15日付　第UHEC建確19467号変1号
平成20年6月17日付　第UHEC建確19467号変2号
平成20年8月27日付　第UHEC建確19467号変3号
平成21年12月2日付　第UHEC建確19467号変4号
上記についての建築計画概要書の写し

32 1
都市整備局市
街地建築部建
築指導課

36 R3.2.22 R3.2.25
東京都市計画河川石神井川計画図の計画区域線の開示
住所：西東京市〇〇1丁目〇〇－〇〇
地番：西東京市〇〇1丁目〇〇－〇〇

1
都市整備局都
市基盤部調整
課

37 R2.12.25 R3.2.26 平成27年10月6日付「27都市建指建第381号」 1
　当該公文書は、平成27年に作成された１年保存の公文書であるため、平成29年に廃棄済であり、現在は存在し
ないため

都市整備局市
街地建築部建
築指導課

38 R2.12.25 R3.2.26
平成27年11月20日付27都市建指第411号「建築基準法第12条第５項の規定に基づく報告（受理）（文京区〇
〇二丁目）」

※ 1 1 1 1 1

（７条１号）平成26年〇月〇日付計画変更確認申請書（建築物）の添付図書（変更後図（建築概要（各階床面積の内訳、有効率、
計画戸数、計画駐輪台数、構造概要、設備概要、構造特記仕様書、配置図）、面積算定図、平面図、立面図、断面図）及び変更前
図（建築概要（各階床面積の内訳、有効率、計画戸数、計画駐輪台数、構造概要、設備概要、構造特記仕様書、配置図）、面積算
定図、平面図、立面図、断面図））並びに平成24年7月9日付確認申請書（建築物）の添付図書（①現況測量図、②確認申請図（建
築概要（各階床面積の内訳、有効率、計画戸数、計画駐輪台数、構造概要、設備概要、構造特記仕様書、配置図）、面積算定図、
仕上表、平面図、立面図、断面図、階段詳細図、昇降機設備詳細図、機械式駐車場設備詳細図、等時間日影図、時刻日影図）、③
北西側隣地平均地盤検討図書、④天空率計算図、⑤使用建築材料表）は著作権法に基づく、設計者独自のノウハウや工夫に基づく
創作的表現による未公表の著作物に関する情報が記録されている部分があり、当該部分を開示することにより著作権等の権利を侵
害すると認められるため。

（７条２号）建築主・設計会社・施工業者その他企業における役員以外の者の氏名、現況測量図及び敷地求積図は、個人に関する
情報で、特定の個人を識別できるため

（７条３号）電話番号・FAX番号及び委任状中の委任事項は、当該法人が限られた一定の者に対してのみ明らかにしている内部管
理事項に関する情報で、公にすることにより、当該法人に競争上又は事業運営上の地位その他の社会的な地位が損なわれると認め
られるため。また、平成26年〇月〇日付計画変更確認申請書（建築物）の添付図書（変更後図（建築概要（各階床面積の内訳、有
効率、計画戸数、計画駐輪台数、構造概要、設備概要、構造特記仕様書、配置図）、面積算定図、平面図、立面図、断面図）及び
変更前図（建築概要（各階床面積の内訳、有効率、計画戸数、計画駐輪台数、構造概要、設備概要、構造特記仕様書、配置図）、
面積算定図、平面図、立面図、断面図））並びに平成24年7月9日付確認申請書（建築物）の添付図書（①現況測量図、②確認申請
図（建築概要（各階床面積の内訳、有効率、計画戸数、計画駐輪台数、構造概要、設備概要、構造特記仕様書、配置図）、面積算
定図、仕上表、平面図、立面図、断面図、階段詳細図、昇降機設備詳細図、機械式駐車場設備詳細図、等時間日影図、時刻日影
図）、③北西側隣地平均地盤検討図書、④天空率計算図、⑤使用建築材料表）は、設計会社等が長年の技術開発と自助努力によっ
て得た様々な機材やその配置等の技術情報が記載され、当該情報が外部に流出した場合、同業他社に技術を盗用されることによ
り、当該法人の競争上及び事業運営上の地位が損なわれると認められるため

（７条４号）平成26年〇月〇日付計画変更確認申請書（建築物）の添付図書（変更後図（建築概要（各階床面積の内訳、有効率、
計画戸数、計画駐輪台数、構造概要、設備概要、構造特記仕様書、配置図）、面積算定図、平面図、立面図、断面図）及び変更前
図（建築概要（各階床面積の内訳、有効率、計画戸数、計画駐輪台数、構造概要、設備概要、構造特記仕様書、配置図）、面積算
定図、平面図、立面図、断面図））並びに平成24年7月9日付確認申請書（建築物）の添付図書（①現況測量図、②確認申請図（建
築概要（各階床面積の内訳、有効率、計画戸数、計画駐輪台数、構造概要、設備概要、構造特記仕様書、配置図）、面積算定図、
仕上表、平面図、立面図、断面図、階段詳細図、昇降機設備詳細図、機械式駐車場設備詳細図、等時間日影図、時刻日影図）、③
北西側隣地平均地盤検討図書、④天空率計算図、⑤使用建築材料表）は、建物内部の構造や用途、配置状況が把握され、建物への
侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、防犯上の支障をきたすため。

都市整備局市
街地建築部建
築指導課

39 R3.2.12 R3.2.26

（１）役員等の一覧表
（２）営業所一覧表（新規許可等）
（３）専任技術者一覧表
（４）工事経歴書
（５）直前３年の各事業年度における工事施工金額
（６）使用人数
（７）財務諸表（事業年度第１期）
（８）営業の沿革
（９）所属建設業者団体
（10）主要取引金融機関名
（11）別とじ用表紙
（12）履歴事項全部証明書
（13）異動届出書

55 1
都市整備局市
街地建築部建
設業課
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40 R3.2.12 R3.2.26

(1)経営業務の管理責任者証明書
(2)経営業務の管理責任者の略歴書
(3)実務経験証明書
(4)株主（出資者）調書
(5)建設業許可申請チェック票

34 1 1 1 1

（７条２号）印影、住所（代表取締役のものを除く）、生年月日、期間、従事した職務内容、本籍、登記されて
いないことの証明書に記載された証明内容、身分証明書に記載された証明内容、住民票に記載された住所、生年
月日、性別、住民となった年月日、住所を定めた年月日、住所を定めた届出年月日、本籍、筆頭者、前住所及び
居住地が分かる情報並びに健康保険被保険者証に記載された交付年月日、記号番号、氏名、生年月日、性別、資
格取得年月日及び発行機関が分かる情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

（７条３号）残高証明書に記載された預金・積金、貸出金、出資金及び内訳並びに法人の事業休業・廃止届に記
載された法人に関する情報は、法人の財産に関する内部管理情報であって、公にすることにより、資産や経営状
況、経営方針等が明らかとなり、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認
められるため。または、写真は、法人に関わる関係者などの一部の限られた者に対して公開されている内部管理
情報であって、公にすることにより、法人の運営状況や施設内容等が明らかとなり、当該法人の競争上又は事業
運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため

（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれ
があるため。また、写真は、建物の内部の様子が明確に分かる資料であり、公にすることにより、侵入や窃盗等
の犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

都市整備局市
街地建築部建
設業課

41 R2.12.28 R3.2.26

（１）平成30年６月29日付30都市建調第199号「東京都建築審査会裁決及び裁決に関する第一審判決内容の
情報提供について（回答）」
（２）令和元年９月17日付31都市建調第315号「東京都建築審査会裁決に関する設計図書及び同裁決に関す
る高裁及び最高裁判決の内容の情報提供について（回答）」

1 1 1 1 1 1

（７条１号）図面（図面名は除く）は、著作権法に基づく、設計者独自のノウハウや工夫に基づく創作的表現に
よる未公表の著作物に関する情報が記録されている部分があり、当該部分を開示することにより、著作者等の権
利を侵害すると認められるため

（７条２号）東京地方裁判所判決文に記載の事件番号を特定できる情報（事件番号、判決言渡日等の日付、審査
請求事件の文書番号、案件に関わる物件の住所、訴訟関係者の名称、裁判官名等を含む。）及び当該訴訟に関わ
る個人に関する情報並びに東京高等裁判所判決に記載の事件番号を特定できる情報（事件番号、判決言渡日等の
日付、審査請求事件の文書番号、関係する裁判所に関する情報、裁判官名、書記官名等を含む。）及び当該訴訟
に関わる個人に関する情報は、当該情報を公にすると、本件対象公文書に係る訴訟が特定されることにより、本
件訴訟の関係者の氏名等の個人情報が明らかになり、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できる
ものと認められるため。また、裁決書に記載された個人の氏名の一部及び当事者目録に記載された個人の氏名の
一部は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。さらに、事件番号、決定日、
原判決の判決日、裁判所名並びに裁判官及び書記官の氏名は、公にすることにより、具体的な訴訟事件を特定す
ることができ、受訴裁判所にある訴訟記録を閲覧することが可能となる情報であり、当該訴訟記録と照合するこ
とで、当該訴訟記録に記載されている特定の個人を識別することができるものであるため

（７条３号）図面（図面名は除く）は、設計会社等が長年の技術開発と自助努力によって得た様々な機材やその
配置等の技術情報が記載され、当該情報が外部に流出した場合、同業他社に技術を盗用されることにより、当該
法人の競争上及び事業運営上の地位が損なわれると認められるため

（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれ
があるため。図面（図面名は除く）は、公にすることで、建物内部の構造や用途、配置状況が把握され、建物へ
の侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、防犯上の支障をきたすため。

（７条６号）利用目的は、建築審査会や建築行政の事務に関する情報や国が行う事務であって、公にすることに
より、当該事務の性質上、国との密接かつ率直な情報や意見の交換に支障などを及ぼし、当該事務の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがあるため。また、国土交通省関東地方整備局建政部建築安全課の電話番号及びファック
ス番号は、不特定多数の者から本来の業務目的以外の電話・FAXが大量又は無差別に送信されるおそれがあり、当
該職員の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

都市整備局市
街地建築部調
整課

表の見方

＜決定区分＞

・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記入しています。

＜（根拠規定）条例7条＞

・一部開示及び非開示について、条例７条各号のいずれを根拠として非開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。

＜公文書の件名＞

・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。

・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。

＜公文書の枚数＞

・光ディスクへ複写し交付している場合は、「※」を記入しています。


